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平成２３年度第４回鎌ケ谷市介護保険運営及びサービス推進協議会会議録 

 

 

 

１ 日 時 平成２４年１月２６日（木）午後３時００分～午後４時３０分 

 

２ 場 所 鎌ケ谷市役所６階第３委員会室 

 

３ 出席者 

 【委 員】鈴木委員 若槻委員 丸山委員 原委員 岡村委員 今村委員   

      村田委員 松崎委員 豊島委員 

 【事務局】國松課長 石渡課長補佐 大伯副主幹 松丸介護保険係長 

新田介護保険係主査 牧野介護保険係副主査 

 

４ 傍聴者 なし 

 

５ 議 題 第５期鎌ケ谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）      

について 
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６ 会議内容 

  （会 長）  本日は皆様方、大変お忙しい中、平成 23 年度の第 4 回鎌ケ

谷市介護保険運営及びサービス推進協議会にご出席ください

ましてありがとうございます。 

この会議は、鎌ケ谷市介護保険条例施行規則第８条第７項

の規定に基づき過半数の委員の出席をもって成立する会議と

なっております。ただ今、出席されている委員は８名となっ

ており、定足数を満たしておりますので会議を進めさせてい

ただきます。 

今日の会議の内容につきましては、第５期鎌ケ谷市高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画（案）が事務局で取りまと

めが出来たので、この件につきまして皆様にご審議をいただ

く会議となっております。会議録署名人ですが事務局に一任

したいと思います。 

（事務局）  丸山委員と松崎委員にお願いしたいと思います。 

（会 長）  それでは、丸山委員と松崎委員お願いします。事務局、会

議の傍聴希望者は、いらっしゃいますか。 

（事務局）  傍聴希望者はおりません。 

（会 長）  それでは、議事に入りたいと思います。第５期鎌ケ谷市高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）について、事務

局から説明をお願いします。 

  （事務局）  説明させていただきます。前回、第３回の会議におきまし

て素案を説明させていただき、その時には素案の中の介護保

険料の金額が記入されておりませんでした。本日はその辺を

説明していきたいと思います。まず、資料の「介護保険料の

改定について」をご覧ください。 

         平成２４年度から平成２６年度までの３ヶ年の中で、介護

保険料を改定するのですが、（１）（２）（３）の３点による給

付費の上昇が、保険料改定の理由となっております。まず、

１点目に介護職員処遇改善交付金の廃止に伴う給付費の上昇

が、プラス１．２％となっております。前回２％の上昇と説

明させていただきましたが、昨日１月２５日の社会保障審議

会で実際は１．２％ということでした。こちらは、３年前に

介護職員の処遇改善ということで、国から事業所へ交付金と

して月額平均１人当たり１万５千円が交付されておりました

が、平成２３年度をもって、この交付金がなくなります。そ
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のため、その相当額の介護給付費を含め、１．２％上昇する

と見込まれております。 

         次に２点目の地域区分の見直しに伴う給付費の上昇ですが、

約３％の上昇となっております。鎌ケ谷市の地域区分は、今

までは介護報酬の上乗せ割合が０％でした。東京や地区によ

っては最高１５％や６％など、地域区分により上乗せがされ

ており、今回の見直しによって鎌ケ谷市では３％上乗せの割

合となりました。 

         ３点目は、要介護者の増加によって給付費の増加が見込ま

れますが、その自然増の分が７％以上の上昇が見込まれてお

ります。以上の介護給付費の上昇が、次期の介護保険料の改

定の理由となっております。 

         次に２番の改定の内容ですが、Ａ３の資料の「第５期の所

得段階別保険料」により説明させていただきます。左側が第

４期の介護保険料で、右側が第５期の介護保険料です。（１）

の基準額の改定ですが、基準額が第４期は月額３，９１０円

で年額４６，９２０円に対し、第５期は月額４，３７０円で

プラス４６０円、年額５２，４４０円でプラス５，５２０円

の改定予定となります。 

（２）の所得別段階設定の改正ですが、第４期につきまし

ては段階が１段階から９段階でありました。それが第５期で

は、１３段階に改定の予定です。第４段階までの変更点は、

第３段階が２つに分かれ区分化される点で、第５段階以降は

今まで合計所得金額の分け方が２００万円単位から３００万

円単位で最高が７００万円以上と、結構大きい金額で分かれ

ておりましたが、これを細分化しまして前半は１００万円単

位で後半は２００万円単位、新たに１，０００万円以上の区

分を１３段階として設けました。９段階から１３段階へ４段

階増やし細分化しましたが、実際は３段階をさらに２つに分

けておりますので、９段階１０区分から１３段階１５区分と

なっております。 

次に（３）低所得者対策としまして、①第１段階、第２段

階の保険料率を引き下げております。第４期の保険料率は０．

５でしたが、第５期では０．４５に下げております。その結

果、今回の介護保険料の改定におきましても、月額１，９５

５円から月額１，９７６円でプラス２１円、年額にして１４
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０円という金額の上昇となり、第１段階と第２段階において

は極力上昇を抑えた改定としております。②第３段階も今ま

で保険料率は０．７でしたが、これを２つに分け、資料に書

いてあるとおり、従来の第３段階のうち本人の課税年金収入

額と合計所得金額の合計が１２０万円以下の方につきまして

は新たに区分を設け、保険料率を０．６としております。そ

れ以外の第３段階の方は０．７となっております。第３段階

の人は合計２千人ほどいらっしゃるのですが、保険料率０．

６と０．７の方の割合は千人ずつとなります。それから③の

第４段階の分割の継続とありますが、経過措置で第４段階の

方のうち、年金収入と合計所得金額の合計が８０万円以下の

方は保険料率が０．９でしたが、これをまた継続するという

ことでした。段階別の改正は以上です。 

次に３基金の取崩しで、前回もお話させていただきました

が、今回は国の方から、極力基金を投入して保険料の上昇を

抑制しなさいという指導があります。まず（１）市の介護保

険財政調整基金ですが、現在鎌ケ谷市ではこのままですと平

成２３年度末残高額は４１０，８８４，７７０円の予定です。

前回４億８千万円とお話しさせていただきましたが、今年度

の介護保険財政が３月に補正をしないと足りなくなったもの

ですから、それを財政調整基金から流用しますので、平成２

３年度末の残高額が下がっております。その残高のうち、４

億１千万円ほとんどを投入するという考えです。 

（２）の介護保険財政安定化基金ですが、各市町村が各都

道府県、鎌ケ谷市であれば千葉県に積立てをしております。

過去に５千万円積み立てているうちの鎌ケ谷市分として県か

ら通知があり、今回３５，３１７，０４３円が返還されると

いうことで、これを今回の第５期へ投入するという形になり

ます。 

本日お配りした近隣市の状況の表をご覧ください。これは

参考程度で各市確定しておりません。平成２４年１月１７日

現在、各市町村に問い合わせした結果、このような金額にな

りそうだということで載せております。東葛６市と船橋や市

川を含めた９市を掲載させていただきました。千葉市につい

ては一番下にあり、第４期の基準額が３，９７５円で、これ

が第５期では４，８８７円になると既に新聞等で公表してい
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ます。プラス９１２円で上昇率が２２．９４％となっており

ます。千葉市は特に財政調整基金の額は聞いておりません。

第５期の基準額が高い順に、上から今の段階では流山市・松

戸市・市川市・柏市・鎌ケ谷市・船橋市・野田市・浦安市・

我孫子市という順位で、これを見ますと９市の中で鎌ケ谷市

が５番目ということで中間的な金額となっております。各市

の右から２番目の財政調整基金ですが、これは市の基金とい

う金額で載せましたが、流山市は今現在基金の残がなく、松

戸市は３億５千万円それぞれ市川市、柏市と載せております。

柏市は基金の投入額を教えていただけなかったので不明とな

っておりますが、９番目の我孫子市を見ますと今回介護保険

料の改定で金額が変わっておりません。基準額を上げないと

いうことですが、基金が９億円あり、そのうち９億円投入す

るため、比較的基金が多いということで基準額を上げなくて

もいいのではないかと思います。この基金の取崩しですが、

鎌ケ谷市の場合、だいたい１億円の金額で、基準額が１００

円くらい違ってきます。単純に４億円投入すると４００円く

らい金額が違ってくるという、そのような計算になります。

ですので、各市基金の残額によって、今回の上昇額がそれぞ

れ違ってきているようです。船橋市はまだ４，１８０円から

４，３００円の間で今決裁中だというお話を聞いております。

近隣市の状況についてはこのような状況となっており、保険

料についての説明は以上となります。 

また、今回、案として資料を皆様にお配りしましたが、前

回の平成２３年１１月の素案と、概要につきましては基本的

に変わっておりません。字句の訂正、表現の仕方を訂正し内

容は変わっておりません。以上です。 

（会 長）  資料１や資料２についての報告はありますか。 

（事務局）  資料２ですがお二方にパブリックコメントをいただきまし

た。平成２３年１２月２１日から平成２４年１月１９日まで

３０日間パブリックコメントを実施しまして、お二方のご意

見をいただいております。参考に配布いたしました。皆様に

読んでいただきたいのですが、介護予防やひとり暮らしの方

のケアなりその辺りをしっかりやってほしいとご意見があり

ました。それから、共通なご意見としましては、「介護者・介

護の教室を開催してほしい。特に、男性の方にも介護教室を
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開催して、男性の方にも介護の仕方等をもっと知ってほしい」

というようなご意見もありました。それから、ひとり暮らし

の方の閉じこもりの予防に、談話室等の集まりの場をもっと

作ってほしいというご意見もありました。以上です。 

（会 長）  ただ今、事務局から介護保険料の改定についての説明とパ

ブリックコメントの実施結果についての報告がありました。

これにつきまして、特に、介護保険料の改定につきまして皆

様方にご審議していただこうと思っております。ご意見はあ

りますか。 

（委 員）  先程第３段階の方が２千人と説明がありましたが、全部で

何人ぐらいいるのですか。 

（事務局）  第５期計画の案の１０８頁をご覧ください。これは、あく

までも見込みの数字となっておりますが、平成２４年・２５

年・２６年３ヶ年の各段階の見込みの人数を記入しておりま

す。その中で第３段階が２，２１２人。その中で今回２つの

区分に分けるとお話ししましたが、それぞれ１，１０８人、

１，１０４人と見込んでおります。そして、合計が２４，３

０９人となっております。 

（委 員）  介護保険料が今度上がりますが、今お話を聞いた中で、国

からの介護職員１人当たり平均１万５千円の介護職員処遇改

善交付金が平成２３年度をもってなくなるとありました。し

たがって、それが保険料に転化されるという理解でいいので

すか。 

（事務局）  そうです。全体的な給付も一部上がり、介護職員の処遇改

善の交付金がなくなるというのを含めて１．２％上がると見

込んでおります。 

（委 員）  その中でも、基金の取崩しというのが４億１千万円ほどあ

るから、まだ多尐は抑えられているという理解ですか。そう

すると、この４億１千万円を今回の予定では全て投入し、残

高はほとんど０円になってしまいます。これから第５期が過

ぎた後の今回の基金の分の補てんというのは、やはり保険料

のアップで補う方向になるのですか。国からの援助があれば

別ですが、援助があるかどうかわからないにしても、どのよ

うな方向になるのですか。 

（事務局）  前回の協議会の中で岡村委員の方から同様のご意見をいた

だいたと思います。その時もそうでしたが、平成２４年から
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平成２６年の間については基金を投入して、できるだけ保険

料の上昇を抑制しなさいという国の指導があります。そして

表を見ていただくと、どこの市町村もほとんどの基金を投入

しております。そうすると、おっしゃるとおり平成２６年ま

ではいいけれども、平成２７年以降、また同じような問題が

起こると思います。更に、認定者数や介護給付費が上がって

くると思うのですが、まだそこまで国の政策として決まって

おりませんので、社会保障で、これから国がその段階で平成

２７年度以降は交付金をどうするのかというのも議論してい

くと思います。今の段階ではこうしなさいという指導です。

もう１点付け加えますが、この４億１千万円というのは３ヶ

年で取り崩していくのですけれども、例えば、これが平成２

４年度は基金を投入せずに間に合えば、そのまま使わずにま

た翌年へという形になります。最終的に４億円全部を投入す

るということではなく、実際に足りなくなった場合に投入す

るという形になりますので、これが今４億円と経常しており

ますが、実際には２億円で足りたということであれば２億円

というのはまた基金の方に積み立てていきます。 

（委 員）  その逆はないのですか。平成２４年度で全て使い切ってし

まうことはありえますか。 

（事務局）  それはありえると思います。例えば、今回の保険料の改定

を大きく下げて見込んだ場合には、そのような現象がでてき

ます。その場合は先程ご説明した県の基金をお借りする形と

なり、借りた分は返していくのですが、その次の計画の中に

盛り込んで返済していくという形になります。なので、次回

はさらに介護保険料が上がってしまうことになります。です

が、基本的にこういったケースはないので、どこの市町村も

基金として残余金がある状況です。 

（委 員）  今回４億円を取崩しとするのはわかりましたが、この基金

は介護保険制度が開始された当初からの余剰金が積み立てら

れたものですか。 

（事務局）  これが平成１２年からずっと、給付の保険料分の余剰金を

基金の方へ戻すことで積み立てられたものです。 

（委 員）  それでは、余ればいいですが、いずれにしてもこれを全て

取り崩してしまったら財政調整基金というものはなくなり、

補てんするものはないのですか。 
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（事務局）  それは結局、介護保険料で補うことになります。国からの

交付金等がその分として交付されるのであればそれで補うの

ですが、それがなければ介護保険料で補いなさいということ

になります。 

（委 員）  今回のいくらかの保険料の値上げというものは、一応取崩

しの枠組みはとってあるけれども、取り崩さなくても足りる

という見込みで、ある程度計算されているのですか。 

（事務局）  例えば４５億円必要なので４５億円の歳入で組み、その中

で計算して、保険料はこの金額になるという算定です。国民

健康保険は、料金をもし上げないとすると、足りない分は一

般会計から繰入れという考えがあり、どこの市町村も一般会

計からそのお金を繰り入れています。赤字分を一般会計から、

つまり税金から入れているという現実があります。これはど

この市町村もそうです。介護保険はそのような考えはなく、

基本的に国の指導としては、「そのようなことをしてはいけな

い」という指導です。もし、赤字になるようであれば、一般

会計から繰入れはせずにその分は介護保険料で賄う、要は料

金を上げないといけないという形になります。その点は国民

健康保険と尐し考え方が違っております。 

（委 員）  介護保険料をその分アップして徴収し、それで補てんしな

さいということですか。 

（事務局）  そうです。今回処遇改善の交付金がなくなりますけれども、

結果的に給付費が上がってしまい、それを何で補うかという

と介護保険料で補うという形になります。それで今回、介護

保険料の基準額が新聞等で、全国的におよそ５千円近くと言

われております。 

（委 員）  全国的に基準額が５千円近くとありましたが、それ以上の

額の計算になった場合は、財政調整基金も全く見通しがつか

ない中でどのように考えていますか。まだ３年先の話ですが、

先程の財政調整基金を４億１千万円給付の部分に余剰金がで

たら基金の方に繰り入れるから、それは多尐なりとも増えま

す。けれども、微々たるものであり、介護保険料の基準額が

月５千円を超えるとして考えた場合、それ以上、それ以下、

３年後はどのような段階分けになりますか。 

（事務局）  これは全国の市町村どこでも問題・課題だと思うのですが、

実際、市町村ではそこまではまだ計画を立てられない状況で
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す。介護保険は、国民健康保険もそうですけれども、自治事

務と言いながら、国の考えで動くしかないところがあります。

実際は国の事務であり国の法律で動いておりますから、それ

に反することもできないので、国の政策がそのまま影響して

おります。 

（委 員）  今現在は４段階が平均値ですが、これからは高齢化や長寿

化を避けては通れません。もちろん長生きして健康でいれば

とても良いことですが、そうはいかない事情もあります。こ

れから高齢化時代に突入し、さらに皆様が元気でいるという

保証はありません。３年後の話をしても結論はでないと思い

ますけれど、今説明があったとおり、それ以降は国の政策次

第というのは私もそう思っているのですが、そうした場合、

鎌ケ谷市としての介護の対応の仕方が国の政策とどう結びつ

き、どのような方向付けをしていくのか、それが見えません。

どのような流れになるのですか。 

（事務局）  市町村でその辺りの判断は難しいと思います。今回、読売

新聞に介護保険料の大幅値上げという欄がありまして、横浜

市の介護保険料の基準額は現在４，５００円ですが、これが

第５期には５千円くらいになる予定だと書いてあり、一方、

新潟市は４，７００円から５，９００円になると書いてあり

ます。 

（委 員）  横浜市は政令指定都市です。そうすると、政令指定都市で

あっても５千円を超えるとなると、介護を利用していない人

で、上限が見えない介護保険料を払って満足する人はいませ

ん。こことの兼ね合いで、将来において不満が出てくるので

はないかと思います。 

（事務局）  そうですね。鎌ケ谷市もそうなのですが、今回の介護保険

料は高額所得の方については低所得の方よりも多く負担して

いただくことで、所得の尐ない方をカバーしております。所

得の高い方は、例えば、介護サービスを使わない方もいらっ

しゃるけれども保険料が上がってしまいます。国の考え方も

同じで、国民健康保険は特にそう感じると思うのですが、限

度額を例えば７０何万円から年々上げており、１００万円近

く上げていこうということを国では考えています。要は、１

年間で全く医者にかからなくても、年間８０万円といった金

額を納めていかなければならないということです。 
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（委 員）  そこが、国も市も中間層を一番大切にしているというのが

よく見られます。ただ、３年後に改定されて、介護保険料の

上限が見えないまま上がるのは当然なのですけれども、６５

歳以上の元気な方々が、それで納得すればいいのですが、そ

の点も３年後以降、考えていかなければいけない課題だと思

います。介護保険制度が始まった頃、月額が２千円台だった

のに対し、今は倍以上になっており、当初３千円前後くらい

が上限だと考えていたけれど、そうは行かなくなった現状が

見えていますので。 

（事務局）  その頃は、その金額が適正でしょうということで始めたと

思います。その頃の状況に対し、その金額は妥当な金額でし

たが、高齢化が進み介護給付費も多くなると、それに合わせ

て料金も上げていくのかという点の問題は本当に考えなけれ

ばなりません。 

（委 員）  それを逆手にとって、今後、何を介護の全体像にするかを

見た時に、「予防が介護にならないための一番の施策です」と

そういう重要な方針を、鎌ケ谷市民１０万ほどの人々に訴え

かけるのも一つの手ではないかと思います。「病気になってか

らでは遅いので病気にならない健康づくりを」ということを

皆様に考えていただきたい等、そのようなものはありますか。 

（事務局）  はい。今言われたとおり、第５期計画の中に、健康な人が

要支援にならないように、それから、介護の一つ手前の二次

予防事業対象者の方については要介護状態にならないように、

色々な事業に取り組んでいくことを盛り込んでおります。個

人的には、やはり先程言いました、介護状態ではない方や元

気な方が談話室や老人クラブにどんどん参加して、閉じこも

りにならないことが大切だと思います。閉じこもりが一番健

康状態を悪化させると思いますので、そのような意味では、

元気な方がそのままずっと長く元気でいられることが一番大

事であると思っております。 

（委 員）  やはり、人と会って話すことが健康への第一歩なのですね。 

（事務局）  今回、計画の中にサロンという表現があります。これから

計画を具現化していくのですが、皆様が気軽に集まれるよう

なお茶飲み会やお楽しみ会の場を各地域で展開できればと考

えております。 
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（委 員）  それはいい考えですね。自連協や老人クラブ等、実際にあ

るサークルがあるので、それをうまく利用して、絆という言

葉が今色々言われておりますけれど、病気になってからでは

遅いので病気にならないように鎌ケ谷特性の地域のボランテ

ィアを利用した介護予防・健康づくり、これを主張して、近

隣でも皆が賛同すれば、いい傾向になると思います。これは

私達からの提案なのですが、頑張っていただければと思いま

す。 

（事務局）  わかりました。 

（委 員）  介護状態にならないように予防することが大事というのも

そうなのですが、先程の介護保険料のお話で尐しいいですか。 

 例えば、介護職員の処遇改善ということで一般的には１人

当たり１万５千円くらい交付されて、報酬が大きく上がった

ように思いますが、実際は働き具合なので、総時間が１か月

きちんと働いている人はそれくらいいくかもしれませんが、

そうではない人は、ほんの何百円だったり何千円だったりと

あまり上がらず、それも今年度の３月でなくなります。まず、

介護職員処遇改善交付金がなくなり、昨日の新聞か何かに載

っておりましたけれども、生活援助の時間区分が１時間から

４５分になり、実際の単価が下がります。そうすると、事業

所としての運営もこれからどうなるのか等、色々と絡んでき

ます。しかし、私も尐し勉強不足ですが、実際に介護保険を

使っている方は全体の２割もいません。それぐらいしかいな

い中で、あとの８割以上の方が介護保険料をただ払うだけと

いった不公平感があります。介護保険の良い所は沢山あるの

だけれども、介護給付費が上がって介護保険料の上限が上が

ってしまう。それでも在宅が大変という方もいて、色々な方

がいらっしゃるので、そういう様子を見たりすると介護保険

の運営の中で、介護サービスを使っている人が２割にも満た

ない中で、何故このように介護保険料が毎年値上がっていく

のですか。全体の８割の介護サービスを使わない方々も相当

な金額を払っているのに、それでも足りないというのは、何

をどう考えたらいいのかわかりませんが、やはり介護保険の

運営について更に考えければいけないと思います。実際、国

民年金で生活している方々も、だんだん保険料の支払いが増

えているので、生活の為に使える範囲が狭まってきているの
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が事実です。すごく圧迫されている現状を見るのですが、そ

ういうものをどう考えたらいいのか私自身もわからないので

すが、皆様はどう考えていますか。これ以上、介護保険料が

上がったら、高齢者はどんどん増えて年金生活者も増えてき

ていますので、生活が破たんするのではないかと思います。

先程、病気にならないための予防とありましたが、結局私達

も年齢が上がると、はっきり言って何かしらの薬をのんでい

ます。介護保険は使わないので一見元気に見えるけれども、

やはり医者にも掛かりますし、こればかりはわかりません。

そのように考えると感想的なことなのですが、これはこれで

３年間いく形にはなりますけれども、その先のことを考える

とやはり早めに何か考えておかなければならないと思います。 

（事務局）  社会保障はもう本当に難しいと個人的に思います。私は高

齢者支援課に来る前に、保険年金課におりました。医療・介

護・年金について、今国の方で色々やっておりますけれども、

高齢化が進み、若い人が段々尐なくなっていき、年金も大変

な問題があって、これから更に無年金の方が増えていくと思

います。実際、年金の収納率は６０％を切っており、普通な

ら破たん状態と言えます。現在、介護サービスを受けている

方も年金で、例えば、施設に入っている方も年金で費用を支

払っています。無年金の方がどんどん増えていき、サービス

費用等を年金で支払えなくなり、どうするのかというと生活

保護という形になり、今後生活保護を受給される方が増えて

いくと思います。私の今のこの仕事で見ておりますと、最近

いろんな困難事例が毎日のようにあります。例えば、息子に

年金を使われて介護保険を使いたくても使えない方、例えば、

年金を担保にお金を借りたので銀行への返済で生活ができな

いが、年金の額がある程度ある為に生活保護を受けられない

方といったケースが増えております。その中で、市役所が何

をするのかと言っても、財政が厳しいという状況もあります

ので、はっきり言って市の力だけではどうしようもありませ

ん。国の交付金等を増やしていただかないとやっていけない

というのが現実です。 

（委 員）  今の問題は、本当に社会問題ですね。息子さんが働いてい

ないという問題があり、親の年金をあてにするという問題で

すので、私も現実を沢山見てきておりますのでその話は置い
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ておいて、平成２４年度から平成２６年度で、財政調整基金

の４億円を費やしていく間に、やはり介護予防、予防に力を

入れていく３年間にしてほしいと思います。本当は、元気で

人のお世話にならないで１人で生きていきたいという気持ち

は、おそらく皆様持っています。そこで、自分の健康づくり

をどうするかという認識や知識のレベルを上げていかないと、

例えばサロンを作ってもなかなか利用者が伸びないと思いま

す。意識を高めていかなければいけないというのが一つある

と思うのですが、とても露骨な言い方ですけれど、「介護保険

料が上がり、大変になってきます。それを抑えるためには皆

様一人一人が元気でいることです」ということの啓蒙だと私

は思います。それを、あらゆる機会をとらえて、意識を高め

ていくことがまず一番大事だと思うので、そういうものに力

を入れる３年間であってほしいと思います 

（会 長）  この後も、確かに介護保険について今回の３年間はやり繰

りできていても、これからの見通しは非常に暗いというよう

な心配があります。国自体も場当たり的な政策をとっている

ことで、この介護保険にしてもそのようなことが顕著に表れ

ている訳ですけれども、当面ということで、今日提案されま

した３年間のことについて、このような説明のあったことで

臨みたいということです。皆様のご意見の中で、まず健康で

あるような方向の政策を共に進めてほしいという要望が非常

に多くありました。そのようなご意見がでましたが、その他

について、違う面で質問はありますか。 

（委 員）  保険料率は、他の市でもだいたい同じなのですか 

（事務局）  各市に伺ったのですが、先程の近隣市の中で段階的に言い

ますと、８段階から１５段階まであります。柏市は多くて１

９段階くらいで、他は８段階から１５段階の範囲です。鎌ケ

谷市は１３段階ですから平均的なところです。段階的には松

戸市・市川市が１５段階、船橋市が１４段階、野田市・流山

市が１１段階、浦安市が１２段階、我孫子市が８段階という

ような状況です。 

料率は、今回鎌ケ谷市は１段階と２段階を０．４５にしま

したが、同じく市川市・船橋市が０．４５、松戸市が０．４

８、野田市・我孫子市・浦安市が０．５、流山市は１段階が

０．３、２段階は０．４となっております。一番高い保険料
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率は鎌ケ谷市が２．３ですが、松戸市・市川市は２．４、船

橋市が２．５、野田市・我孫子市・流山市が２．０、浦安市

が２．１となっております。今回、近隣市も段階を増やし、

限度額もやはり増やしています。反対に、第１段階と第２段

階を市川市や本市を含め、下げた所があります。やはり、全

体的に高額所得者の方に対しては尐し負担していただいて、

低所得の方の保険料を極力抑制しているような改定となって

おります。 

（委 員）  サポーターの人を増やす講座を設けるということがありま

したが、テレビを見ていたら尐し驚いたのですが、自分のし

ていることがわからない等の認知症と、てんかんが間違えら

れているというのをテレビで見ました。てんかんは病気なの

で薬で治るのですが、認知症はそれ以上進まないように抑え

ることはできても薬で治りません。てんかんは薬で治ります

が、精神科医や先生の見立てが大変なので、私達が見ていて

も、てんかんの症状であったとしても、「あの人の行動が最近

おかしいので認知症かもしれない」と思いがちです。なので、

ボランティアや養成講座を開いて地域の人を見ていこうとす

るときに、先生方からそういう話をしていただければと思い

ます。なかなか見極めが難しいですが、見極めのために家族

がどのような発作が起きた等の状況を克明にノートにとり、

医者に見せることで非常に診断しやすくなるといった対応の

仕方もありますので、養成講座で話をしていただくと参考に

なる事項ではないかと思いました。５０代以降からてんかん

の方が増えており、子供の病気だと思っていたらそうではな

いので、何でも認知症だと考えてしまうと費用ばかり掛かり

ますので、せっかく養成講座を行うのであれば、その点も尐

し深めていただけたらと思いました。 

（事務局）  今の認知症の講座ですが、介護の認定審査会をされている

病院の先生に定期的に認知症の講演をしていただいておりま

す。来月の平成２４年２月２０日も講演会を予定しており、

今回の対象者は介護事業者・ケアマネジャーを対象に講演会

を開くのですけれども、その先生にお願いして定期的に行っ

ております。この計画書にも書いてありますが、認知症サポ

ーター養成講座も既に今まで３０回以上行っているので、そ

のような講座をどんどん増やしていきたいと考えております。
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更に、今年から子供達にも認知症を理解していただこうと計

画をしまして、この間の１月１６日に、東部小学校の５年生

を対象に認知症サポーター養成講座を開催しました。４クラ

スあって２クラスずつ、午前中に２回行いましたが、今回子

供を対象には初めて行いました。今度は１月３０日に初富小

学校で、先生方とＰＴＡの方を対象に講座を予定しています。

徐々に、いずれは子供たちと一緒に両親の方にもそのような

講座を開催できればと考えております。今の段階では、子供

達に偏見がないように、若いうちから理解していただこうと

いう考えで計画しております。ですから、平成２４年度はも

っと他の小学校でも開催できればと思います。 

（委 員）  そのような講座はありますが、現実は意外に個人情報の問

題等ありますので面倒です。別に認知症ということだけでは

なく、先程のお話ではありませんが、困っているのに介護を

受けたくても受け方がわからないとか、ご飯も食べてないと

か、隣を覗くというわけにもいきませんから、その辺りが尐

し難しいですね。個人情報との見極め方と言いますか、敬老

会をやっていてもそのような問題はありますから、私達から

見ると難しいところです。 

（事務局）  個人情報の壁で、難しいものがありますが、今現在は６５

歳以上の方には民生委員の訪問と基本チェックリストをお送

りしております。元気な方は回答が返ってきますので、反対

に返ってこない方を、地域包括支援センターの方で回りなが

ら、また精神疾患の方については、保健師と連携をとりなが

ら、指導して問題を発見していく形をとっております。様々

な調査等で回答をくださる方は問題がないですが、回答がな

い方は問題があるという部分で３つ目の地域包括支援センタ

ーもできましたので、更にきめ細かに訪問していこうと考え

ております。そのため、今現在西部地域包括支援センターは

４エリアから２エリアの担当になったのですが、「今までより

も２エリアになった方が更に忙しくなった」と言っておりま

すので、対象者の方も増えており、連携をとりながら、市民

の方には認知症サポーター等も含めまして色々な形で認知症

やひとり暮らしの方を理解していただいて、進めたいと思っ

ております。また、新聞配達の方とか郵便配達の方とか、地
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域の方と連携をとりながら孤独死を尐なくし、発見を早くし

たいと思っております。 

（会 長）  色々本当に先の見えない状況の中で、皆様貴重なご意見で、

とにかく健康で生きるために、先程言ったような推進をして

ほしいと提案され、それに絡んだご意見が非常に多いようで

すけれども、だいたいご意見も出尽くしたようです。今日、

介護保険料の改定の説明につきまして、それに関連して只今

のようなご意見がでましたが、先程の説明の改定そのものに

ついては、今回ご了解いただいたということでよろしいでし

ょうか 

（委 員）  はい。 

（会 長）  それでは、説明のありました当面の改定についてのご了解

が得られたということで、この計画策定またその他に絡んで

今後のスケジュールについて、何かありましたら事務局から

説明をお願いします 

（事務局）  第５期計画につきましては、今回の協議会の後に市長決裁

を取り、平成２４年２月１６日に市議会議員の方に説明いた

します。それから、保険料につきましては市の条例改正にな

りますので、３月議会に上程します。議会の最終日が３月１

９日になりますが、そこで決まれば平成２４年４月１日から

料金改定が施行されます。計画書につきましては、出来上が

り次第、５月頃になると思いますが、皆様方に郵送できれば

と考えております。以上です。 

（会 長）  その他にご意見がないようでしたら、以上で第４回介護保

険運営及びサービス推進協議会を終了いたします。 

 

 

 

 

以上、会議の経過を記載し相違のないことを証するため次に署名する。 

 

平成２４年３月１６日 

 

署名人   丸山 雅央    

 

署名人   松﨑 良子    


